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令和４年度第５回 静岡県環境影響評価審査会 会議録

日 時 令和４年 12 月 22 日（木）午前９時 30 分から

場 所 静岡県庁別館８階第１会議室Ａ・Ｂ

出 席 者

職・氏名

○委員（敬称略、五十音順）９名

秋山信彦、岡田令子、小泉透※、立蔵洋介※、中村雅子、

坂東英代、東惠子、森下祐一（副会長）、吉﨑真司（会長）

※Ｗｅｂ参加

○事業者等

浜松洋上風力発電合同会社（INFLUX OFFSHORE WIND POWER HD(株)）

株式会社 KANSO テクノス

○事務局（県側出席者）

静岡県くらし・環境部 環境局長、参事、生活環境課長他

会議内容
「(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」の答申

の調整

配布資料

令和４年度第５回静岡県環境影響評価審査会 次第

出席者名簿（審査会委員・事業者等・事務局）配席図

【資料１】環境影響評価手続の流れ

【資料２】(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配

慮書(概要資料)

【資料３】―１委員からの意見に対する見解

―２前回審査会における委員からの意見に対する見解

(参考資料１～４:事業者補足説明資料)

【資料４】庁内連絡会議委員の意見に対する見解

【資料５】浜松市長からの意見に対する見解

【資料６】磐田市長からの意見に対する見解

【資料７】袋井市長からの意見に対する見解

【資料８】湖西市長からの意見に対する見解

【資料９】答申案調製表

【資料10】(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配

慮書に関する答申案

＜関連図書等＞

・(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業 計画段階環境配慮書・要約書

・環境影響評価法・施行令、発電所アセス省令

・静岡県環境影響評価条例・施行規則・技術指針
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1 開会

（事務局）それでは、定刻となりましたので、ただ今から、令和４年度第５回

環境影響評価審査会を開催いたします。

本日の会議の成立要件を確認させていただきます。お手元の資料、次第２ペ

ージ目、委員のメンバー表を見ていただきますと、本日10名の委員の皆様の御

出席の予定でしたが、岸本委員につきましては急遽、御欠席ということになっ

ておりますので、本日は９名の委員の皆様の御出席をいただいております。静

岡県環境影響評価条例施行令に定められました委員の過半数の出席との本審査

会の開催要件を満たしておりますことを御報告いたします。

それでは次第の２に移ります。本日は(仮称)浜松市沖洋上風力発電事業計画

段階環境配慮書について２回目の御審議をいただきます。

前回 11 月 24 日に開催しました１回目の審査会において、委員の皆様から御

意見に対する事業者見解について説明を受け、御審議をいただきました。今回

は前回の審査会で出ました委員の皆様の意見に対する事業者の見解、また関係

市長の意見に対する事業者の見解の説明を受けた後、質疑応答を行っていただ

きます。休憩を挟みまして、答申の調整も行っていただきます。よろしくお願

いします。

続いて、審議における留意事項を御説明させていただきます。

本日は一部の委員がＷｅｂでの出席となっておりますので、円滑な審議のた

めに、発言の前にお名前を言っていただければ大変助かりますので、よろしく

お願いいたします。また、本日はマイクを使って、御発言をいただきますよう、

お願いいたします。

それでは議事の進行につきましては、会長にお願いいたしますので、よろし

くお願いします。

２ 審議

（会長）皆様、おはようございます。それでは今日は、洋上風力の第５回目

の審議ということで、本日、審議する事業につきましては、前回 11 月 24 日の

審査会で委員の皆様から多くの御意見をいただきましたので、これらの資料に

基づきまして、事業者の方から見解を御説明をいただくということにさせてい

ただきたいと思っております。

続きまして、関係市からの意見につきましても、同様に事業者の方から御意

見、見解を御説明いただきたいというふうに考えております。

事業者の御発言、およそ 30 分ぐらい予定をしておりますので、その範囲内

で簡潔に御説明をいただければと思っております。

それではよろしくお願いいたします。
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（事業者）それでは御説明させていただきます。

まず、一番最初に参考資料１の資料を用いまして、再エネ海域利用法につい

て説明させていただきます。前回、説明できなかったこともございますので、

補足の意味も含めまして再エネ海域利用法について、まず最初に簡単に説明さ

せていただきます。

参考資料を１枚めくっていただきまして、再エネ海域利用法の流れについて

説明させていただきます。

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する

法律」ということで、以下「再エネ海域利用法」と言わせていただきますが、

これにつきましては海外で、コスト低下が進み、再生可能エネルギーの最大限

の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋上風力発電が、まず一つ目

として、海域の専用に関する統一的なルールがないというところと、次に、先

行利用者との調整の枠組みが存在しないという課題により、導入が進んでいな

かったことを受け、これらの課題の解決に向け成立した法律でございます。

再エネ海域利用法に基づく具体的な手続の流れは、2022 年９月 30 日現在で、

今お示しのところに示しております一定の準備段階に進んでいる区域が11カ所、

有望な区域が５カ所、一番上の促進区域が８カ所でございまして、そのうち４

カ所については既に事業者の選定済みという状況になっています。

また１枚めくっていただきまして、流れの方でございますが、促進区域とは

自然的条件が適当であること、漁業や海運業等の先行利用に支障を及ぼさない

こと、系統接続が適切に確保されること、などの要件に適合した一般海域の区

域のことで、洋上風力発電事業の実施のために指定され、その区域内では最大

30 年間の占用許可を事業者は得ることができると、いうことになっています。

促進区域の選定に当たりましては、有望な区域に選定された際、経産省、国

土交通省、都道府県等で構成される協議会で議論されることになる、というと

ころでございます。

また、協議会における協議事項におきましては、３つございまして、１つが

促進区域の指定、変更についての、利害関係者との調整でございます。２つ目

が事業者の公募にあたっての留意点について議論されると、３つ目が発電事業

にかかわる工事等に当たっての必要な協議、情報共有等とされております。ま

た促進区域が選定された後、国が公募を行いまして、相応しいと思われる事業

者を１社、選定されるということになります。

今、説明した流れを示したものがこの図でございます。

続きまして、次の環境影響評価の流れでございますが、こちらにつきまして

はもう何度か説明されておりますので、省略させていただきまして、大体この
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評価書まで４年程度の期間が必要になるということで、かなり長い時間をかけ

てアセス手続が行われるということになります。

最後ですが、重ね重ねになりますが、今回の浜松市沖洋上風力発電事業の計

画段階環境配慮書は、まだ一定の準備段階に進んでいる区域にすら指定されて

ない状況でございます。配慮書を実施した目的は、事業者として、このエリア

において、事業性が確保されるかどうかにつきまして検証を行う上でのツール

として実施した次第でございます。よって、すぐに方法書を実施するといった

ようなものではございません。最初の補足説明としては、以上になります。

続きまして、委員の先生の回答、事業者回答でございます。

様式３－２を御覧ください。このうち前回の御意見で十分回答ができなかっ

たところをお答えいたします。

まず１番目の有望な区域での利害関係を含めた協議では何を決定したかとい

う御意見ですが、これはいま御説明いたしましたが、この場所での風力を進め

るにあたっての様々な懸案事項を協議会で議論し決定していきますと、という

ことでございます。

その次の２番ですけれども、環境影響評価の手続と協議会の関係ということ

で、特に関係性という決まったものがあるというわけではございませんけれど

も、今後も協議会の動向を踏まえて対応していきたいと考えております。

それから次の３つ目ですが、アカウミガメ等の生態系についても同様という

ことで、中田島砂丘は、市民にとって特別で、大切な存在であるということで、

十分、御意見を承りまして、今後は精度を上げて対応していきたいと考えてお

ります。

４番目につきましても、御意見を賜りましたので、今後の検討の際には配慮

してまいりたいと思います。

５番目ですけれども、海底ケーブルの形状等ですが、参考資料２というのが

出ております。これはあくまでも参考なんですけれども、海底ケーブルの形状

を記載しております。送電容量が２GW の場合ですと、直径ケーブルは 157～

185 ミリケーブルということで、この検討会では書かれております。もちろん

被覆の対応等によって厚さが変わりますが、概ね、こんな感じであろうと想定

しております。

続きまして、変更のあったところでございますが 14 番です。

南海トラフ等で地滑りなどが起こる可能性があるということで、資料を御教

示をいただきまして、その資料について調べてみました。

参考資料３に出ておりますが、アナグリフ画像による日本周辺の海底地滑り

のハンドブックと分布特性の検討という論文から引用しております。事業実施

想定区域は、過去に発生したと考えられる海底地滑りの記載範囲とはなってお
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りませんでした。赤枠で示しております。

それで関連する文献としましては、次のページに記載しております。参考資

料 4、あまり時間がなかったですが、ざっとこのような論文を集約して、今後、

詳細な海底地形や地質調査を実施して検討してまいりたいと考えております。

審査会での当日の御意見の追加の部分は以上です。

続きまして、関係市長の意見についての事業者見解につきまして、掻い摘ん

でにはなりますが、説明させていただきます。

まず資料５が浜松市長からの御意見というところでございます。

それ以外、資料６～８につきましては磐田市と袋井市、湖西市の意見です。

全般や騒音等を含めまして、廃棄物まで約10項目ぐらいの意見をいただいて

おります。

まず、全般的な御意見といたしましては、資料５の例えば２番目でございま

すが、今後の事業計画の検討にあたっては、風力発電設備や、環境保全に関す

る最新の知見を踏まえ、環境影響の回避、低減に努めることと、いったような

御意見をいただいておりまして、事業者としましては、今後の事業計画の検討

にあたっては、風力発電設備や環境保全に関する最新の知見を踏まえ、環境影

響の回避、低減に努めます、ということで見解を示しています。このような形

で、全般的な事項につきましては浜松市で９、磐田市で５、袋井市で４、湖西

市で４ということで、22 の意見をいただいておりますので、それぞれ事業者の

見解を示しているところでございます。

次に騒音及び超低周波音についての意見でございます。資料５のところで、

説明させていただきますと、10 項目目で事業実施想定区域の周辺に住宅が存在

しているため、風力発電設備の配置等の検討にあたっては、騒音及び超低周波

音、風車の影による影響を回避、低減するよう配慮すること、という意見をい

ただいております。

見解といたしましては、風力発電設備の配置等の検討に当たっては、騒音及

び超低周波音、風車の影による影響の回避、低減するよう配慮していくという

ことでございます。

このような騒音等に関する御意見につきましては、磐田市で影を含めて２件、

湖西市で１件いただいています。

続きまして、地形・地質に関する御意見でございます。地形・地質に関する

御意見につきましては、磐田市で１件ありまして、資料６の９番目になります。

南海トラフ巨大地震の地震動、津波、液状化の影響及び台風による暴風が発生

した場合の設備及び陸地への影響を、調査、予測、必要な対策を講じることと

いった意見でございます。

こちらにつきましては、関係機関と連携を図りながら検討してまいりますと
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いうことで見解を述べさせていただいております。あと湖西市から１件いただ

いています。

続きまして、動物、陸域の動物につきまして浜松市から意見がございまして、

例えば項目でいいますと11番目でございますが、遠州灘海域や天竜川、浜名湖

ではコアジサシが飛来し、天竜川の中州や遠州灘海岸での営巣が確認されてい

ると。工事の実施や風力発電設備の存在、及び稼働が、コアジサシの飛来や繁

殖に影響を及ぼす懸念があることから、専門家の指導を受けた上で調査、予測

及び評価を行い、影響を回避、低減するよう配慮することといった意見をいた

だいています。

コアジサシの影響につきましては、専門家の意見を踏まえ、配慮していきま

す、ということで、見解を述べさせていただいております。

陸域の動物につきましては、浜松市で３件、湖西市で１件の意見をいただい

ています。

続きまして、海域の動物や植物でございますが、こちらにつきましては湖西

市からの意見がございまして、資料８になりますが、８番と９番です。

８番ですと、工事の実施や発電設備の存在及び稼働による騒音、振動、海水

の濁り、海流の方向、流速、水温と照明の明かりが遠州灘海岸を産卵地とする

アカウミガメの生息、上陸、産卵に影響を及ぼす懸念があると、いうことで、

方法書には、調査対象とする種を明示するとともに、生息状況を把握するため

の具体的な調査の手法、場所、時期、頻度を記載すること、といった意見をい

ただいています。アカウミガメにつきまして、方法書等で調査等の手法、場所、

時期及び頻度を記載してお示しをするということになろうかと考えています。

また９番目の植物の海域でございますが、発電設備の存在による海況の変化

等が、沿岸の海藻類の生育に影響を及ぼす懸念があるため、方法書には調査対

象とする種を明示するとともに、生育状況を把握するための具体的な調査等の

手法、場所、時期及び頻度を記載すること、といった意見をいただいておりま

す。海藻類への影響につきましても、方法書で具体的な調査等の手法、場所、

時期及び頻度を記載するということで、述べております。あとアカウミガメに

つきましては他にも意見を何件かいただいているところでございます。

続きまして、生態系につきまして、また浜松市から、意見をいただいており

まして、例えば浜松市の14番でございます。工事の実施及び風力発電設備の存

在により、海流の方向、流速、水温、水の濁り等の海況の変化や、騒音、電磁

波が生じ、動植物の生態系に影響を及ぼすことが懸念されることから、海中、

浜名湖の生態系及び海況等について調査、予測、評価等を行い、影響を回避、

低減するよう配慮すること、という意見をいただいています。海中や浜名湖の

生態系及び海況等については十分な検討を行い配慮して参りますということで
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見解を述べさせていただいております。あと、磐田市からも生態系について意

見をいただいております。

次に景観です。景観につきましては、それぞれの市長様から意見をいただい

ておりまして、浜松市を例として挙げさせていただきますと、例えば16番でご

ざいます。資料５の16番を紹介させていただきますと、日常における景観の変

化が、地域住民にとっては重要と考えられることから、調査対象地点として主

要な眺望点のほかに、生活の場からの眺望点を加え、景観の変化に関する調査、

予測及び評価を行うこと、という意見でございます。生活の場からの眺望点に

ついても、調査、予測及び評価を行うということで、見解を述べさせていただ

いています。

あと、人と自然との活動の触れ合いの場につきましても、その次の 17 番に、

述べさせていただいておりますが、あと浜松市と湖西市から意見をいただいて

おりまして、これについては、サーフィン等マリンスポーツの聖地として先進

イベント等が開かれているということで懸念されているという意見でございま

す。マリンスポーツ等の、人と自然との触れ合いの場の活動については、調査、

予測及び評価を行い、影響を回避、低減するよう配慮していくというふうに考

えています。

最後ですが、廃棄物といたしましても、各市長から意見が出ておりまして、

浜松市の意見を紹介させていただきますと18番目でございます。事業終了後に

風力発電設備を撤去する場合、大量の廃棄物の発生が想定され、この廃棄物が

環境に影響を及ぼすことが懸念される。また稼働期間中には風力を発電設備の

腐食や摩耗等の劣化やそれを防ぐための整備が想定されることから廃棄物の処

分方法等や設備の劣化を事前に検討し、廃棄物等が影響を及ぼす環境要素につ

いて、調査、予測及び評価を行い、影響を回避、低減するよう配慮することと

いったような意見です。

廃棄物の処分方法等の整備劣化に関しては、事前に検討し、廃棄物等につい

て調査、予測及び評価を行い、影響を回避、低減するよう配慮してまいります、

ということで見解を述べさせていただいております。説明は以上になります。

（会長）はい、ありがとうございました。それでは、ただ今の事業者の御説明

に対しまして、委員の方から何か御質問や御意見等があればお願いしたいと思

うんですが、まずは質問、確認からお願いいたします。

（副会長）海底ケーブルについてなんですけれども、これはいくつかのところ

から意見が出ていますけれども、その見解がですね、今後、協議会で、検討さ
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れるということになっていてですね、そのままでは、なにも検討できないなと

いうことで、前回の審査会でですね、私が質問したのは資料３－２の５番です

けども、先ほど触れられましたけれども、海底ケーブルの形状や仕様を示すこ

とはできません、ということで、参考資料２に、これは多分一般論としてでし

ょうけども、示されたんですね。

これを見ますとですね、電力は高圧直流で運ばれるということがわかったん

ですけども、そうするとですね、これも実際の配置等はまだ、全く何も決まっ

てないと思うんですけども、構成としてですね、発電機から送電する構成とし

て、数もまだ決まってないと思いますけども、風車全部を連携して一本の海底

ケーブルで陸に揚げてくるということだと思うんですけども、そうすると、ど

こかで交流を直流にする海上プラットホームであるものが必要だと思うんです

けども、それはどのような連携、つまり、まとめてから直流にするとかですね、

そのあたり、教えていただきたいなと思います。

（事業者）今の御質問なんですけれども、まだ、前回も申し上げましたように、

まだどういう風車の形式に、機種にするかというのが決まっていない段階でご

ざいまして、基本は 1本にして、陸に揚げたいという方向で今検討はしておる

ところでございまして、今、質問されました交流を直流にするとかいう話はで

すね、まだちょっと現段階では検討している段階でございまして、ちょっと今、

お答えできるような資料を持ち合わせておりません。というのが答えになりま

す。

（副会長）わかりました。ただ、この海底ケーブルは直流で、というのは、そ

れは一般的なんですね。

（事業者）それにつきましても、我々、電気関係の担当者が今、検討している

ところですので、それについてもまだお答えはできません。

（会長）ほかにいらっしゃいますか。私の方からいくつかよろしいですか。今

の話なんですけれども、事業者はほかの場所で同じような御経験というか、実

績というか、業績というか、御経験というのはあるんでしょうか。同時に今、

ほかの場所でも同じように進んでいるとか。

（事業者）先ほど、再エネ海域利用法の中で、候補として挙がっていた箇所が

数箇所ありますが、そこの有望な区域であれば、日本海の南ですね、あと山形

県の遊佐、千葉県のいすみ、それと一定の準備段階に進んでいる区域であれば



9

北海道の石狩市沖ですね。それと佐賀県の唐津市沖、あと響灘です。

（会長）そういったところの今、準備段階というのは、どれくらいの熟度なん

でしょうか。今、我々が、扱おうとしている浜松の洋上からすると、進んでい

るところもあるんですか。

（事業者）進んでいるところも当然、ございます。

（会長）この浜松の洋上風力については熟度が低いのでお答えできないかもし

れませんが、もしほかの場所で同じような御経験があるのであれば、ういうこ

とを含めて、今のケーブルについても、何かお話ししていただけるのかなと思

ったものですから。

（事業者）それにつきましては、まだ詳細を検討している段階でございますの

で、今ここでこんな感じですというお話は。

（会長）言える段階ではないということですか。

（事業者）出来かねます、ということでございます。

（会長）はい、わかりました。先ほど示していただいたこの参考資料１につい

て、前回もお話ししたと思うんですが、どうしても、僕の中で理解できないと

ころがあるので、戻ってしまって申し訳ないんですが、この参考資料のアセス

の流れ、再エネ海域利用法における洋上風力建設までの流れというところを見

させていただくと、本来でしたら、事業者が決まったあとに、配慮書の作成が

あり、方法書の作成があるというのが、本来の手続ではないかと、この図から

は読み取れますよね。この点線のところが本来の場所だと、配慮書の手続に入

る。しかし、実際にこの審査会に提示されている配慮書というのは、この公募

準備参加という段階で今、配慮書が提出されているということになりますよね。

そういう理解でよろしいんですか。

（事業者）これ、絵の書き方の問題もございまして、事業者として、例えば公

募で選定された後に、だいたい工事期間３年ぐらいを目途にしてやりたいとい

う事業者が多いと思うんですよ。そうしますと、先ほど流れを簡単に説明しま

したが、評価書まで行こうとすると、やっぱり４年ぐらいかかるので、この絵

の描き方の問題もございましたけれども、配慮書はなるべく早めにやりたいと
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いうところでやっております。

（会長）事業者の気持はすごくよく理解できるんですよ。ただ我々サイドから、

理解しようとすると、表現が悪いかもしれないんですが、まだ事業者になるか

どうかもわからない、ある意味、民間で行くと、営業段階で、将来この仕事を

受注したいから、営業段階として、配慮書を出してきた。そこに対して我々が

行政の審査会として審査をして、何か意見を言うということが、僕が勉強不足

かもしれないんですが、よく理解できなくて、その辺、むしろ教えていただき

たいんですよ。ほかの場所というのもみんな同じように、このタイミングで配

慮書を出すということが、つまり許容されているんでしょうか。例えば経産省

とか環境省とか。

（事業者）全く、許容はされてないですよ。それは事業者の判断です。

（会長）事業者の判断で。

（事業者）はい、みなさん、進められています。なので多い所であれば、山形

県の遊佐なんかそうですけども、30 社ぐらい手を挙げています。どういうふう

にしたかというと、もう方法書まで、実は終わっているんですが、住民の方々

にすごい迷惑をかけてしまうので、30 社も全部、説明会なんかやってしまう

と。20 社ぐらいでコンソーシアムを組みまして、弊社もそこの中に入っていま

すけど、それで１回で終わらせるようなやり方をとっています。本来は、間も

なく、環境省で指導してやってくださると思うんですが、セントラル方式で環

境アセスはやるということにはなっているんですよ。ただし、それがまだ全然

動いてくださらないので。

（会長）じゃあ、今はそういう段階なので、事業者の、ある意味、自由裁量で、

配慮書を出してもかまわないというか。

行政としては受け取って、こういう手続に処するということになっていると

いう理解でよろしいですか。

（事業者）法アセスでございますので。

（会長）分かりません。我々はそういう理解でよろしいのでしょうか。正直言

って、熟度が、ここまで進んでない事業に対して、我々が委員として専門的視

点から何を発言したらいいのかというのが正直よくわからないというのが正直
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ところなんですね。その辺をもう一回、事務局の方から整理していただけると

ありがたい、正直言うと、そういう感じなんですけども。

（事務局）では事務局からお答えさせていただきます。配慮書の手続につきま

して先ほど、事業者からもありましたように、事業者が、県、自治体の方に意

見を求めるという手続になっております。事業者の判断で、その手続が始めら

れるということになるかと思います。

（会長）なるほど。

（事務局）こちらとしては、配慮書を受けましたら、求められた意見は、述べ

ていかなければならないということで 手続はさせていただくことになると思

います。そして、どの事業の段階で行うかというのも、判断は。

（会長）あくまでも現在、提示さている熟度の段階で、言えることを言うとい

うか。

（事務局）そうです。委員の皆様からいただいた意見につきましては、こうい

う環境のところで、こういう場所で、本来、もう少しおっしゃられるように、

どういう事業かということがもう少し具体的になった方が、色々な御意見をい

ただけるかと思いますけども、今、事業者が示したこういうところでこのよう

な事業をやる、それにあたって、考えられる環境に配慮すべき事項は、こうい

うものがあるんだと、こういうことをちゃんと考えてやっていただきたいとい

う御意見をですね、配慮書で示されたもので御意見をいただくことになってし

まいますが、それで御意見をいただければと考えております。

（会長）なるほど、分かりました。もう一つ、いいですか。今回の対象地の現

場にはもう行かれているんですか。何回も。

（事業者）はい、現場は行っていますし、あと、委員の皆さんを、２日に分け

て現地を御案内させていただいております。

（会長）それで、現場に行く前と現場に行った後、遠州灘の現在、抱えている

課題は一番、何だというふうにお感じになりましたか。この海洋に洋上風力発

電施設を遠州灘沿岸に設置すると仮定した場合、事業を実施するにあたり、今、

遠州灘沿岸が抱えている最大の課題は何だというふうにお感じになっていらっ
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しゃいますか。

（事業者）うまく答えられないかもしれませんけれど、まず１つはやっぱり砂

浜がずっとつながっている白砂青松ですか、そういうような、風光明媚なとこ

ろであるということと、それとあと、動植物等の数も結構多そうだなというこ

と、あと魚類関係ですね、魚についても、かなり漁が盛んなところでございま

すから、そういったものですとか、自然環境の課題があるなということは重々

感じております。

（会長）分かりました。他の先生から具体的に指摘があると思いますけども、

僕の感想は、防潮堤の話も全く配慮書には出ていないし、例えばケーブルを揚

げるにしても防潮堤が非常に大きな問題になるはずですし、中田島砂丘のよう

なところで、防潮堤を作るのに何年か前から浜松市の方で委員会を作って、動

物、植物についても議論をしているんですね。そういうことについての配慮書、

そういうことについての中身というのが、ほとんどこの配慮書の中に反映され

ていなくて、事業をやるのに対して、遠州灘が抱えている課題というのをちゃ

んととらえてこの配慮書を作られたのかなと思うと、沿岸域の海底地形とか、

それから海流の流れとかにしてもほとんど、資料も収集されておらなくて、実

際はあると思っているんですけども、そういうことについて、今の段階で配慮

すべき、現場における配慮すべき事項というのが、すごく不足しているという

ふうに思うんですよ。

その辺をよくよく理解していただきたいと思います。そうしないと、事業者

はあんまり知らないけども、我々から情報を提供しているというか、本末転倒

になってしまうんですよ。本来だったら事業者がしっかり整理、資料を収集し

て、現地の状況を把握した上で、現段階では、こんなところに配慮すべき、と

いうのが提案されて、それに対して我々が専門的な知見からいろんな意見を言

わせていただくというのが、本来だと思うんです。現在は全く逆で、事業者は

ほとんど把握されていませんよね。でも我々としては、逆の位置づけになって

いるような気がするので、その辺を事業者の方で、もう一回、しっかり整理し

ていただきたいというのが僕の思いです。

（委員）今、会長がおっしゃられたとおり、私も同様な気持を持っています。

環境影響評価、今日いただいた参考資料１のプロセスが、展開される中で、ま

ず一番、都道府県からの情報収集、そして有望な区域等ということで、私も、

要するに静岡県から推薦をいただいて、というんでしょうか、全国的にそうだ

と思うんです。この地域としての洋上風力をどう進めるかということを県が
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色々と鑑みて区域を選定していて、そして促進区域への協議会も含めて、促進

区域へ上申するというような流れだと私は思っています。

そういった中で今、今回の配慮書、もちろん、静岡県の環境に対する影響と

か、事業者主体の取り組みということで、この審議会が開催されたとは思うの

ですが、私は、これは事業者の、洋上風力の可能性調査なんではないかと、こ

こで実施できるかできないか、もちろん風力は強い、しかしながら今、会長が

おっしゃられたとおり、かなり様々な、南海トラフだったりとか、三大砂丘の

名所だったりとか、おっしゃられたように風光明媚なところでございます。そ

ういったことでは、日本海側とは若干違う。そういう地理的特性がある中で、

やはりこれは事業者が主体になって、多分、会議を開いて、可能性調査って言

うんでしょうか、それをするべきなのではないか。そして県が洋上風力の可能

性があるので、国に情報を出して、この環境影響評価に正式に載ってくるのか

なと、ずっと私は思っておりましたので、ちょっとその辺、立ち位置とはかな

り、もちろん今、洋上風力の歴史というのは日本では浅いですけれども、様々

に私も各地で遭遇します。静岡県内でも、個別事業者の対応に追われますけれ

ども、しかしながら、この会議を開くというまでには、意味合いが違うのかな

と思っておりまして、僭越ながら、意見を申し上げさせていただきました。

ちょっと早いというか、場が違うというんでしょうか。恐れ入ります。よろ

しくお願いいたします。

（事業者）御意見、ありがとうございました。

（会長）ほかに委員の皆さんから御意見があれば。はい、お願いします。

（委員）質問です。公告縦覧され、集まった意見について教えていただけない

でしょうか。

（事業者）すみません。中身については整理中なんですけども、件数としては

ですね、４件です。

（委員）どんな、住民の方からの意見ですか。

（事業者）野鳥の会から意見をいただいています。書面で、私の方に届きまし

た。

（会長）はい、ほかにございますか。配慮書を見させていただいて、地形・地
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質なんですけれども、配慮書では遠州灘海岸の砂浜とか中田島砂丘とか、掛塚

橋自然堤防とか、重要な地形・地質が抽出されているとは思うんですけれども、

それが環境要素を抽出するときに、対象になっていないというのはどういうこ

となんでしょうか。普通は希少種とか、重要な種とか、重要な配慮すべきもの

が見つかった場合には、通常は、この標準項目と言いますか、アセスをやるた

めの対象項目に入ってくるのが普通だと思うんですが、なぜかそういうところ

がないのは何か理由がありますか。

配慮書の概要書の36ページの計画段階配慮事項の選定というところに、その

他の環境、地形及び地質というところには〇が付いていないので、今回、配慮

する項目として選定されていないのですが、これはなにか理由がございますか。

（事業者）はい、御指摘につきましては、今の審査会の流れからすると当然入

っているべきではないかという認識はできているんですが、配慮書の作成に関

しまして、ある程度、直接改変をイメージしまして、海域に重要な地形が、直

接改変として想定されないということで、そういう意味で配慮項目としていな

かったということでございます。

先ほどから、海底ケーブルとか、揚げる場所の問題とか、そういったものが

抜けていると言ったような御指摘をいただいておりますので、本来、配慮書段

階でそういったものも考慮すべきところではあったのかもしれませんが、一応、

事業者側と言いますか、今までの流れというと申し訳ないんですけれども、今

後、配慮書を出す前にですね、やっぱり事業者がちゃんと調べて、そういった

ところも配慮した形で図書を作るべきではないかという御意見がありましたけ

れども、配慮書のひとつの位置づけとしまして、計画の初期の段階ですので、

今後、30 年間、事業が進む中で、本当に重要な問題というのをまずピックアッ

プして、それに対して図書を作っております。

それで、もちろん直接改変、いわれます海底ケーブルとかも、分かれば当然

入れるべきなんですけれども、まだ計画の熟度が達してないというところで、

こういう場で、審議いただいた意見を受けて、今度、実際に方法書を出します。

方法書の時には具体的な将来の保全対策を踏まえて、調査計画ですね、どの

場所で大体どのあたりで、海底ケーブルを揚げる可能性が出てくるのでこうい

う調査・予測をして保全対策につなげていくという次のステップで、今回、こ

の配慮書の場でいただいた意見を踏まえてしっかり調べて調査計画を立ててい

く、という流れというふうにとらえております。

（会長）今の段階の計画の熟度がすごく低いということはわかりましたし、十

分、中身についてお答えできないというのは理解をしました。
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ただ、その考え方とか、姿勢については、熟度がどうあろうが、同じだと思

うんですよ。その事業が及ぼす環境影響に対する基本的な考え方というのは、

熟度が高まろうが熟度が低かろうが、あまり変わらないというふうに感じます。

それはなぜかと言うと、例えばですね、配慮書の 349 ページのですね、予測

結果、動物(海域)というところがありますよね、真ん中よりちょっと下のとこ

ろに、「生息環境の変化に伴う影響が生じる可能性がある。しかしながら、改

変される範囲は風力発電機の設置の基礎周辺に限られること。風力発電機は間

隔をもって設置されることから改変による生息環境の影響が及ぶ範囲は、海域

の一部と考えられる」と書いてあるんですよ。ということは、つまり改変する

面積のことしか考慮されてないんですよ。面積が小さいからあまり影響がない

という基本的なスタンスなんですね。

だけど我々が、洋上風力を考えると、単にそこに建っている場所だけが、問

題なのではなくて、その建つことによって周りにどういう影響を及ぼすかとか、

海洋にそういうものがたくさん建つことによって陸域の生態系にどう影響を及

ぼすかとか、そういうことを我々は最初に考えるんですよ。ですので、地形や

砂浜が重要な地形・地質に選ばれているのに、今回の配慮事項の項目として選

定されていないという理由が「直接改変じゃないから」とさっき言われたのが、

つまりそういうことを全く想定していない結果なんですよ。だけど普通に考え

れば、洋上にこれだけのものが建って、いろんなものが影響が及ぶ、海底ケー

ブルが陸域のどこかに揚がってくる、そうすると当然、砂浜に影響が及ぶ、と

いうふうに考えるのが普通じゃないかと思うんです。だから今、熟度が低いか

ら考えられなかったんではなくて、そういうことを常に意識していただきたい

というふうに思います。ぜひ、そんな視点で、次は方法書をもし出される場合

は、方法書の中でいろんな調査方法とか、調査内容を御検討いただくと思うん

ですけれども、まずそういう視点で項目を選定していただいて、調査方法とか、

調査内容をぜひ、御検討いただきたいというのが私の意見です。よろしくお願

いいたします。

（事業者）わかりました。どうもありがとうございます。

（委員）今の会長と全く同じことを、実は一番最初の資料３－１の７ページの

44 番ですね。一番最初の段階で、「いろんな影響、予測の結果で、すべての項

目に重大な影響は限られた範囲であると考えられる、その根拠を示してくださ

い」ということを言ったんですが、それに対する最初の回答が、想定される面

積が非常に小さいことから、影響がないんだという考え方ですので、全く根本

的に今、会長が言われたような、考え方をされているのかなと。ですから、も
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うちょっと広い区域で、全体で影響がどういうふうに出るのかという観点でお

考えになっていただかないとと思います。

（事業者）どうもありがとうございます。

（会長）はい、ほかに意見ございますか。どうぞ。

（委員）私も、他の先生の御意見にすごく賛同でして、この配慮書と他の先生

の回答を読んだ時に、同じような感想を、先生の質問に対する回答について同

じような感想を抱いたんですけれども、この要約書の37ページの選定しないも

のの中に、生態系も入っているんですけど、皆さんが捉えられている生態系と

いうのがどういうものなのかというところが、すごい疑問に思いまして、陸域

の生態系については、という選定理由が書かれているんですけれども、海洋の、

海域の生態系についてはどうお考えなのかなというところを、少しお聞きした

いかなと思っております。

それで、他の先生のお話とかを聴いたところで、そこに海洋の生態系という

考え方も少し考えていただきながら今後どういった環境保全についての姿勢で、

これに方法書などを作成していくのかというところを少し考えていただけたら

嬉しいなと思います。

（事業者）ありがとうございます。今、海域の生態系については、ここに書い

ている理由で外しているんですけれども、今、先生方が言われましたように、

やっぱり姿勢も含めてですね、できる限りの検討をしていくべきかなというふ

うに考えておりますので、そこはまた改めて検討していきたいと考えておりま

す。

（会長）ぜひ、よろしくお願いします。この計画段階配慮事項の選定というこ

の項目の一覧表があるじゃないですか。それで、ここで重要なことは「その他」

というものです。おそらく環境アセスの基準、標準項目には「その他」という

のがいろんなところに入っているんですよね。それは何かというと、事業者が、

事業の特性とか、地域の特性を把握した上で、それぞれ例えば「動物」とか

「植物」とかに入らないけれども、地域の特性とか、事業特性に応じて、こう

いうことをやらなければいけない、例えばここでいくと風車の影というのがそ

の他の環境のところに入っていますけれども、こういうのがいろいろあるはず

なんですよね。風車の影だけではなくて。最初に言いましたように、遠州灘の

場合は、防潮堤の問題、津波から発して、防潮堤と環境の問題というのがあっ
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て、そういうのは遠州灘に特異的なというか特徴的な課題を抱えていて、そう

いうものが今回の事業とどう絡んでくるかということなので、そういうものを

把握された場合は、標準項目に収まらない場合には「その他」というのを別途

作っていただいて、地域特性や、事業特性に応じて、新たにこういう課題につ

いて、影響、予測評価をやるということでも全然構わないというふうに思いま

すので、その辺を柔軟に考えていただいて、ほんとうに地域の課題を解決でき

るような、アセスにしていただければというふうに思います。

はい、他にございますか。はい。

（委員）今回の事業実施想定区域というのが、海だけに限られているんですが、

実際に発電所を作るのであれば先ほどから出ているようにケーブルだったりと

か、陸上の変電所などの設備が、絶対に必要になってくると思うんですが、今

後、この事業実施想定区域というのが、陸上も含めて拡大されるということに

なるんでしょうか。

（事業者）洋上風力の場合、まだどういうふうに進んでいくかまだはっきりし

ていないところがございまして、今回、我々がやっているのは発電施設の場所

だけのアセスをやっています。それはなぜかと言うと、あくまで発電所という

考え方でございまして、海底ケーブルですとか、あと陸上に揚げるところの変

電所、並びに自営線といって、道路の下とかに線を引いて、またさらに近くの

送電施設まで持って行くんですけれども、そこに揚げるためには、開閉所とい

うものをつくらなくてはいけません。そういった施設は送電施設という扱いに

なるものですから、電気事業法上の話になるんですけど、今度、陸の部分をど

ういうアセスをやっていくかというのが、これからまたいろいろ議論になるか

と思います。

（会長）そうですね。要するに、発電施設は、アセスの対象、送電施設はアセ

スの対象ではないという、御理解なんですね。わかりました。そうすると、現

段階では洋上にそういうものを立てて海底ケーブルで陸域に揚げて変電所まで

が今回の事業の範囲でアセスの対象。そこから先の、送電までは、送電施設、

送電ケーブルとかは、今回のアセスの対象とは違うと言うことですか。そうい

う理解でいいですか。

（事業者）基本的にはこの絵の描いたところで、多少ちょっと割り切りが入っ

ていますけども、陸域に揚げた変電所は今は入れない形で考えております。こ

れはですね、経産省とかにも一応、どこまでを施設として捉えるんですかとい
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う相談は何回もしているんですが、なかなかその辺の明確な答えが出されない

というところで、ちょっと困っているところがございます。

（会長）それはたとえば方法書の段階では、決まってきますか。

（事業者）方法書になりますと、どの位置にというのがだんだん決まってまい

りますので、そういった話も含めて、またどうするかということを国の機関や

環境省も含めてですね、相談しながら進めてまいりたいと思っています。

（会長）はい、わかりました。ほかに御意見、どうぞ。

（委員）すみません、前回出てなくて、ちょっとわからないことがあって教え

ていただきたいんですけど、この、例えば発電施設を設置する想定範囲という

のがすごく広くて海底ケーブルの敷設可能範囲というのは結構、狭い範囲だと

思うんですけど、海底ケーブルを引いて各風力発電機まで、海底ケーブルでつ

ないでいくものではないのですか。この風力発電機設置想定範囲を海底ケーブ

ルというのは、這っているという想像なのか、また違う設備があるものなのか、

教えてください。

（事業者）当然、風力発電機設置想定範囲の中にも海底ケーブルはあります。

1 本ずつ引っ張ってきて束ねますので、その斜線の中のどこかにそのケーブル

を束ねたものを通して、陸域に揚げるんですよという意味で斜線を引いている

だけです。

（委員）では、この斜線の部分のどこかを使うのですか。

（事業者）全部、使う訳でも何でもないです。

（委員）太いケーブルが１本入るのですか。

（事業者）はい、位置さえ決まれば、先ほど見ていただきましたけど、大きさ

的にも、20cm 弱くらいのケーブルが１本、通るだけなので、そんな広い幅では

ございませんし、そういう線を２本引けばいいんですけども、まだそれをどこ

にするかというところを決めかねていますので今回の段階では斜線にさせてい

ただいたというところでございます。
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（委員）そんな短いものですけど、設置するとしたら幅の狭いものかもしれな

いですけれど、それを引くとしたらいろんな設備を海上に持って行って設置す

ることになるわけですか。

（事業者）いや、基本は、海の中は、漁業者が網を設置したりだとか、ケーブ

ルを外に出すと邪魔になりますので、これは海底地盤の調査をちゃんとやらな

ければいけませんけれども、砂地盤とかで掘りやすいところは掘って埋めます。

ケーブル自体を。それで、固い地盤の場合は掘れませんから、そういう場合は

ケーブルのさらに縫合管の中にケーブルを通して、重しがないと浮いちゃいま

すので、捨て石みたいな重しを置いて施工するという考え方で行こうと、今は

考えています。

（委員）そういった施工の仕方を考えていく上でも今後、地形の調査とかをし

ていくということですか。

（事業者）そうです。詳細な三次元的な地形をとったりですとか、主要な箇所

のボーリング調査をやったりですとか、そういうことをこれからやってまいり

ます。

（委員）わかりました。ありがとうございます。

（会長）そういう事業計画は環境アセスの書類に載ってくるものですか。この

風力発電機設置想定範囲の中のどこかに風車が建って、ネットワークで結ぶわ

けですね。

（事業者）今回はまだ初期段階でありまして、まだ検討中の項目が多すぎるの

で、書けていませんが、次の方法書の段階になれば、要約書の例えばこの事業

計画

（会長）この風力発電機設置想定範囲の中のどこに立って、それがどういうふ

うにネットワークで結ばれて。

（事業者）というようなもので、出せるものについては出していくつもりでご

ざいます。当然そこできちっと切りませんと、今度は準備書の前に、調査をや

りますが、調査ができませんから。そういうことになるかと思います。
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（会長）はい、ほかにございますか。せっかくですので、次の方法書に向けて

ぜひ、こういうのを入れておいてほしいという、こういうことに配慮してこう

いうことを方法書にちゃんと盛り込んでほしといような御意見もいただいてお

いたほうがいいかと。

（事業者）一点だけ、いいですか。今回はちょっと先走って、一定の準備が進

んでいる段階でもないのに、我々、事業者として、事業計画を立てたいという

ことで、皆様方にいろいろ御意見をいただきましたが、県が、一定の準備が進

んだ区域に指定してくださいといって国に挙げた時に、場所が変わってしまう

とまた全部やり直しなんですね。配慮書の基準としては、幅が300mずれた場合、

あとは事業規模が今 626MW ぐらいでやっていますけど、10 パーセント以上、発

電能力を増やす場合は、最初から全部やり直しになりますので、やり直しを前

提で、今回は、やらせていただいている、というところでございます。

（会長）はい、わかりました。

（委員）調査の細かいやり方で、今、お願いすることではないかもしれません

が、会長がいろいろ言ってくださいと言っていただいたので申し上げたいと思

いますが、鳥類の調査で雨が激しい時とか、霧のときなど悪天候では海鳥が内

陸に実際に保護されることが多いんです。なので、バードストライクのリスク

がそういう天気のときにはすごく高まると思いますので、調査のいろんな場面、

気象状況についても、想定した調査を加えていただきたいと思います。これは

鳥類に限らないと思うんですけど、気象というのはアセスの対象になっていな

いかもしれないですけれど、ぜひその辺の視点も入れて調査を進めていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

（事業者）ありがとうございます。その辺につきましては、別途に何か所か、

風況ポールとか立てますし、あとは海の方に向って、機械式のレーダーみたい

なのが出る機械とかも設置していきますので、気象につきましては、また別途、

きちっと調査してまいりたいと思います。ありがとうございます。

（会長）さっきの流れの中にありましたね。アセスとは別に、詳細な風況とか、

地形、地質調査を、事前にされるんですよね。

（事業者）そうです。
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（会長）特にこの地域、風、非常に特異と言いますか、日本海から伊勢湾に吹

き付けた来たやつがそのままに東寄りの風というか、西風に一気に変わる非常

に特異的な場所でもありますので、そういうのをぜひ、把握していただければ。

（事業者）それで、鳥だけではなくて、風況ポールを建てる時は、コウモリで

すね、バッドストライクも当然考えられますので、そういった機械等も設置し

て、方向の関係もあるので、60m 以下しか建てられないんですけど、ちょうど

高さ 50m の所と 10m の所に２か所くらい、機械を設置して、計測をやってまい

りますので、そういったこと、実は先ほど申し上げた他のところでも、やって

いるところがあります。

（会長）ほかにございますか。そうですね。オンラインで御参加いただいてい

る他の委員、御意見何か質問も含めて御発言ありますか。

（委員）すみません。今のところ特にないです。

（会長）はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。手が挙がっていま

すね。

（委員）はい、ありがとうございます。実は、この配慮書を見る時に、環境省

の 2017 年に出た検討会の報告書を読みました。その中には、環境配慮書の 290

ページの、配慮事項の選定のところが、環境省の報告書に示された配慮事項の

選定の表とちょっと違うなあというのを不思議に思いました。どこが違うかと

いうと、水環境の水質、底質、と 290 ページでは示しているんですが、環境省

のものはその下にもう一つ、「その他」というのがあっで、水中音と、それか

ら流向、というような項目が入っています。この290ページで、「その他」を省

いたのは何か理由があるんでしょうか。何か見解がありましたら、教えていた

だけますか。

（事業者）御意見ありがとうございます。特に意図はなくてですね、今の経産

省等の参考項目を参考にさせていただいたということでございますので、今後、

注意していきたいと思います。

（委員）はい、ありがとうございます。実は、その他の洋上風力発電の環境配

慮書も見たんですが、そこには「その他」の項目が入っていて、検討としては、

方法書以降となっているんですが、そこの理由が熟度が低いからということで
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はなくて、最新の知見を得ながら方法書以降で検討しますとなっていて、今回

の配慮書と明らかに理由が違います。そのあたりをよく、今後、方法書に向け

て検討するときに、お考えいただきたいと思います。以上です。

（会長）はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。

（事業者）はい、ありがとうございます。

（会長）私の記憶では、この環境影響評価法の標準項目の中に「その他」が入

っているというのが、この環境影響評価要綱から環境影響評価法に変わる時の

一番カギになる言葉だったんですよ。議論が。この「その他」というのが、あ

くまでも標準項目には沿わないけれども、事業特性とか地域特性に応じて必要

な場合は、その他のところで扱う。これがある意味、環境影響評価法の精神、

基本的な精神のところなので、ぜひ、この「その他」というところをですね、

うまく、むしろうまく使っていただいて、きめ細かなというか、抜けのないア

セスをぜひ、お願いしたいと思います。

（事業者）わかりました。どうもありがとうございました。

（会長）他は、よろしいですか

（副会長）この配慮書がですね、熟度が低いとか、ちょっと早いんではないか

というような、会長ほかそういった意見が出ていて、またそれはここではなく

て事業者側の協議会でやればいいことではないかという御意見も出たかと思う

んですが、今ここで審査会をやっているわけですから、前向きな意見もやはり

出さなければいけないということで、前回、南海トラフについて、海上保安庁

の研究報告をこちらからお教えしたという形になるわけですね。

それでこの南海トラフ問題は、他の関係市からも出ておりまして、もっと翻

ればですね、日本の太平洋側で事業を行う時、洋上風力を行う場合には、必ず

このプレートの沈み込み問題というのは考えなければいけない普遍的な問題な

んですね。ですから、今回、それについて少し文献を調べられたようですけれ

ども、今後ですね、この洋上風力が実現していくに当たりですね、必ずどの事

業者も検討しなければいけない問題になると私は思っていまして、ぜひ、それ

を前向きにとらえて、十分な検討を進めていってもらいたいと、いうふうに考

えています。
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（事業者）はい、ありがとうございます。

（会長）それでは、他に御意見がないようでしたら、説明に対する質問等につ

いてはここまでとさせていただきます。配慮すべき事項というのが、おそらく

熟度に応じて、もしくは現場での資料収集が進めば進むほど、配慮すべき事項

とか内容が、増えてくると思いますので、そういったものをしっかり把握して

いただいた上で、方法書に活かしていただければありがたいかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、質疑応答については、ここまでといたします。事務局の方へお返

ししたいと思います。よろしくお願いします。

（事務局）ありがとうございました。それでは質疑応答はここまでとさせてい

ただきます。事業者の皆様にはここで御退席いただきます。ありがとうござい

ました。

ここで 10 分ほど休憩をとらせていただきます。11 時に再開させていただき

まして、引き続き御審議をお願いいたします。

＜休憩＞

３ 答申の調製

（事務局）それでは審議を再開させていただきます。次第の３、答申の調製に

ついて、審議を始めさせていただきたいと思います。それでは会長、引き続き

進行をよろしくお願いいたします。

（会長）それでは、次第３「答申の調製」について審議を始めたいと思います。

事務局から皆さんのお手元に、昨日か一昨日ぐらいですかね、答申案が配布さ

れているかと思います。今、お手元にあるかと思いますが、前の方のスクリー

ンに書いておきましたので、事務局の方からまず説明と答申案について、よろ

しくお願いしたいと思います。

（事務局）では、担当から答申案の作成について、御説明させていただきます。

資料９、答申案調製表を御覧ください。Ａ３の横に長い資料になります。

（会長）ちょっといいですか、資料９が基本になって、資料10の答申案ができ

上っています。お願いします。
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（事務局）今、会長にもお話しいただいたとおり、前回、審査会での質疑応答

を含む計画段階配慮書に対する委員の皆様からの意見、浜松市長、磐田市長、

袋井市長、湖西市長からの意見、庁内関係課からの意見のうち、記載事項の確

認等を除いた主な意見を環境要素の区分ごとに整理し、取りまとめ、答申案を

作成しました。

次に資料 10 の答申案を御覧ください。

冒頭１ページ目の「はじめに」は、関係市長の意見、委員の意見を踏まえ、

作成しております。全般的事項は２ページから３ページまで７項目、個別事項

は３ページから６ページまでの８項目からなります。順番に御説明いたします。

（事務局）１ページ目の「はじめに」について、一番最初の「本事業は」とい

う１行目から中段まで、事業実施想定区域及びその周辺における中田島砂丘や

海域等の地域特性を述べています。下から15行目の「このような地域で」とい

う段落からになるんですが、こちらには、本事業の実施に当たって、地域住民

等の理解が得られるよう、事業内容を丁寧に説明した上で、地域特性や地域住

民等の意見を踏まえ、自然環境や生活環境に及ぼす影響について、回避、低減

を図ることが、重要である旨を述べています。

次に下から10行目の「本配慮書は」という段落からになるのですが、こちら

には、環境影響制度の趣旨を踏まえた環境の保全のために配慮すべき事項を網

羅していないため、本答申を踏まえ、配慮すべき事項を選定し、方法書を作成

することを求めております。「はじめに」は以上になります。

次に、２ページ目の「Ⅰ 全般的事項」の御説明をいたします。

「１ 地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価の項目の選定」とい

う段落を御覧ください。こちらでは本配慮書が計画段階配慮事項の選定が十分

であるとは言えないため、地域特性や事業特性を十分考慮した上で、環境影響

評価の項目を選定することを述べています。

次に中段の「２ 最新の知見等を取り入れた環境影響評価の実施」を御覧く

ださい。こちらでは、国内には、大規模な洋上風力発電事業の実施事例が少な

いことから、最新の知見や専門家の助言を取り入れて、調査、予測及び評価を

実施することを述べております。

次に「３ 工事の実施にかかる環境要素の選定」を御覧ください。こちらで

は工事計画の熟度が低いことを理由として、工事の実施に伴う影響を予測、評

価の対象にしていないことから、方法書の作成に当たっては、工事の実施に伴

う環境への評価を環境要素に含めることを述べております。

次に３ページ目をお開きください。「４ 環境に配慮した計画の再検討・見

直し」こちらでは環境影響を回避または十分に低減できない場合は、発電設備
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の設置数の削減や事業実施想定区域の規模の縮小を含む事業計画の見直しを行

うことを述べております。

次に「５ 陸域の事業計画にかかる環境要素の選定」を御覧ください。こち

らでは陸域施設に係る環境要素を想定していないため、適切な環境要素を選定

し、調査、予測及び評価を実施することを述べております

「６ 地域住民等への丁寧な説明」を御覧ください。こちらでは地域住民等

に対して、丁寧に説明して意見を聴取し、具体的な事業計画に反映することを

述べております

最後に「７ その他」を御覧ください。こちらでは、審議内容の反映状況を

相互に確認するため、計画段階配慮事項を再選定し、選定理由と合わせて、報

告することを述べております。全般的事項は以上となります。

次に個別事項について御説明させていただきます。

３ページ目の一番最下段の「Ⅱ 個別事項」「１ 騒音、振動及び風車の影」

を御覧ください。こちらには本事業の実施による騒音、振動及び風車の影が人

の健康及び生活環境に及ぼす影響について述べております。また複数の風車に

よる騒音の干渉であったり、既存の陸上風力発電所との累積的な影響について

留意することを述べております。

次に４ページ目を御覧ください。「２ 水環境(水質、底質及び水中音)」に

ついて。こちらでは風車の基礎構造の工事による海底の改変に伴う濁水の発生、

底質の汚染及び水中音が海生生物に及ぼす影響について述べております。水環

境への影響を、現在、環境要素に含めておりませんので、環境要素に選定する

ということも述べております。

次に「３ 地形及び地質」を御覧ください。巨大地震の発生時に、海底地滑

り等が発生することが懸念されるため、海底の地形と地質、土地の安定性につ

いて、述べております。また風向きや海況の変化等が砂丘や湖沼等に及ぼす影

響についてもこちらに述べております。

４ページ目の中段以降、「４ 動物、植物を御覧ください。まず(1)鳥類への

影響としまして、コアジサシ等の多くの鳥類が事業実施想定区域及び周辺には

生息するためバードストライクの発生などの鳥類に及ぼす影響について述べて

おります。

次に(2)アカウミガメの影響しまして４ページ目から５ページ目にわたりま

して、騒音、振動、海水の濁り及び海流の方向等の海況の変化や照明などによ

りアカウミガメの上陸や産卵に及ぼす影響について述べております。

５ページ目の(3)藻場への影響を御覧ください。天竜川河口付近の沿岸の海

藻藻場や浜名湖のアマモへの影響について述べております。

次に「５ 生態系」を御覧ください。(1)海域の重要な動植物への影響とし
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まして、想定区域とその周辺の海域には、アカウミガメをはじめとする重要な

動植物が生息、生育しているため、海域の重要な動植物への影響について述べ

ております。

(2)海域の生態系への影響としまして、遠州灘は海生生物の重要な生育の場

となっている可能性があるため、海域の生態系に影響を及ぼす海況の変化等に

ついて調査、予測及び評価を実施するというふうに述べております。

５ページ目の一番最後になりますが、(3)陸域の生態系への影響について、

こちらは自然度が高い砂丘植生の生態系に陸域の改変が及ぼす影響について述

べております。

６ページ目を御覧ください。「６ 景観」について、こちらでは、発電設備

の存在が主要な眺望点からの景観に及ぼす影響について述べております。

次に「７ 人と自然の触れ合いの活動の場を御覧ください。こちらは本事業

の実施がマリンスポーツ等の人と自然の触れ合いの活動の場に及ぼす影響につ

いて述べております。

最後に「８ 廃棄物」を御覧ください。本事業の実施及び終了にともない、

発生する廃棄物を環境要素に選定することというふうに述べております。

以上で答申案の説明を、概略ではございますが、終了させていただきたいと

思います。

（会長）はい、ありがとうございました。それでは、事務局からの説明と答申

案について、御意見や修正意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。

（委員）確認なんですが、これで、答申を出して、配慮書のステップはもう終

わりで、次は方法書からということになるというのに、先ほどから会長ほか御

意見を伺っていて、私もそう思うんですけど、どうしても違和感があるんです

が、それはそういうものということで進めるということなんでしょうか。

（事務局） 決められた手続としましては、配慮書を再度、審査するような定

めはございませんので、次のステップとしてはやはり方法書ということになる

かと思います。そういうこともございまして、委員の皆様から御意見が多数ご

ざいました。ですので、今回の答申案では、全般の「７ その他」として、ど

のような配慮書の項目を選んだのか、再選定をしたのか、それを報告してくだ

さいという、そういうことを事業者に求めている、どういった配慮事項がされ

ているのか確認できるような答申にさせていただければというふうに考えては

おります。
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（会長）正式な手続上は、次は方法書になるんですけれども、今回いろんな御

指摘をいただいて、それを方法書の前に、示していただけるような段階が一段

階入れば、ありがたいかなと思います。

それはどこかに今、表現されているんでしたか。

（事務局）全般事項の７番目、３ページになりますけども、「７ その他」の

ところで、審議内容がどのように反映されているか、計画段階配慮事項を再選

定して報告をしてくださいと、そういうことにさせていただいています。

（会長）そういう文章になっているので、御懸念の部分を、報告を受けるとい

うことにしたいと思っております。

はい、他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。

（委員）今の御意見はまさにそうなんですけども、そういったことを前提にす

ると、この配慮書で、もう少し具体的に、こういうことは少なくともやりなさ

いという、例えば、生態系のところなんかで海況の変化について調査、予測及

び評価というふうに、海況の変化となっているんですけど、おそらく事業者は、

海況の変化についての調査ってどこまでやればいいかというのが見えないんじ

ゃないかと。ある程度、少なくとも、こういうことなどと、など海況の変化み

たいな。

（会長）具体的に言うと、どの辺になりますか。

（委員）例えば５ページの「５ 生態系」のところなんかだと、海流、潮流、

海底地形、水温、塩分などの物理的変化のみならず、栄養塩やクロロフィル等

の化学的生物学的変化についても、調査するというようなニュアンスですね。

そうすると、少なくとも、ただ海況というといろんな捉え方があるので、波が

あるないだけでも海況ですから、少なくともそういう部分は入れてくださいね

と。

（会長）この、(2)海域の生態系への影響というところですね。

（委員）そうですね。

（会長）その途中に、「海流の方向、流速、水温等の海況が変化し、」となって

いますが、ここをさらにもう少し具体的にしますか。
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（委員）そうですね、この最後のところで、「海況の変化について調査」とい

うだけではなくて、もう少し具体的に、これはここだけに限ったことではなく

て、各専門の委員が、多分いろんな所を、個別事項のところでお気づきになっ

たものをもう少し具体的に入れておいた方が、事業者にとっては「ああ、これ

はやらなきゃいけない」というのがわかるんじゃないかと思います。そういう

観点で、修正するのであれば、少しここで議論してもいいのかなと。これで十

分だということであればそれはそれでいいと思うんですけど。

（会長）皆さん、いかがですか。もう少し具体的に記述した方がいいとするの

か、まあ、およそこれでいいかなという感じにするのか。

（委員）すみません、もう１点ね、なんとなく、文言で気になったんですけど、

各所に、調査、予測及び評価ってなっていますね。これってなんか、順序的に

いうと、予測があって、調査があって、評価がある、この書き方はこれでいい

んですか。調査、予測及び評価という表現の、ちょっとなんか気になって。

（会長）通常、方法書で行くと、まず現地調査みたいなのがあって、それに基

づいた予測、評価になるので、多分その流れです。

（委員）じゃあ、いいんですね。

（会長）例えば予測をした結果、その予測が妥当かどうかという検証のための

調査というのはもちろん必要性はあると思います。だが、通常は、調査という

と、現況把握のための調査となります。

（委員）次はあれですよね、方法書になると。

（会長）そうです。そうです。

（委員）その方法書を作るにあたって、どういうことが起こるかということを

予測して、それで、方法書に基づいた調査を行ってと思ったもので、それで、

予測、調査なのかなと思ったんですが、今のお話だと、分かりました。これは、

別にこだわりはないので、そのままに。

（会長）おっしゃったのは多分、一番最初に、地域概況の把握とか地域の自然
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的状況の把握とかといって、貴重な動植物の抽出とか、そういうのがあるので、

そのための現地調査がまずあってという位置づけで、予測というのは当初は地

域の自然的状況とか配慮すべき項目の状況を把握した上で、現地調査をやって

そのあと予測に入るという多分、順番としてはそういうことではないでしょう

か。

（委員）はい、わかりました。

（会長）皆さん、いかがですか。もう少し具体的に表現したほうがいいんじゃ

ないかと。指示事項として。各それぞれの御専門のところで。御検討いただい

て。

さっきの南海トラフとか、その辺はどうしたらいいですか。「はじめに」と

か今、全く触れてないですよね。この触れかたで大丈夫ですか。それともこの

最後の５行のところで、南海トラフとか防潮堤とかに、津波に対する懸念は提

示できているということでよろしいですか。

あと県立自然公園は、今回の範囲には浜名湖県立自然公園は入るけど御前崎

遠州灘県立自然公園は入らないんですね。事業実施想定区域でいくと、ちょう

ど抜けているというか。

（事務局）そうです。

（会長）あと、さっき出た ４ページの上の「２ 水環境」というところです

けど、何かそういう文言を挟みますか。今はそういうのを挟まずに、水中音と

か、そういうのがあるので先行事例や文献を参考に。

はい、手が挙がっている。御意見をいただけるとありがたいです。

（委員）はい、ありがとうございます。前回から水中音のところにこだわって

いるんですが、事務局にも昨日メールを送りました。水中音に触れていただい

てありがたかったんですが、事業者が提出した配慮書の方には水中音の項目自

体が全く含まれてません。環境省の報告書では設けられているので、事業者に、

この項目を設けるように修正を求めるか、あとは水中音に関しては、これくら

いの記載にして、方法書以降できちんと項目を設けて対応することとするか、

事務局がどういうふうにお考えかと思っているところです。

（会長）はい、ありがとうございます。いかがでしょう。これ、本当は、具体

的に書いた方がいいよね。環境省の報告書にもとづいて、「水環境の項目につ
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いて再検討した上で、方法書に活かすこと」とか、どうでしょうか、そんな表

現は。

（委員）私、環境省の2017年の報告書がもう既に様式として標準になっている

という理解のもとに、水中音の項目が入ってないのはおかしいでしょう、と指

摘したんですが、例えば実施することの、後に例えば注釈のような形で、環境

省の検討会報告書に示す項目であることがわかるように書いていただいて結構

だと思います。あと、事務局の方で環境省の報告書についてはもう入手されて

いますよね。

（事務局）はい、入手しております。

（委員）そうすると、ページ数とかも昨日メールでお示ししたように、23 ペー

ジに一覧表があったと思いますので、そのことについて注釈として触れていた

だければそれでいいかなという気もいたします。いかがでしょうか。

（会長）はい、注釈がいいのかなお書きとして、「なお、検討に当たっては環

境省の報告書を参照すること」とか、そのような表現がいいかと思うのですが。

（委員）そうですね。なお書きで、書いていただいた方が、強い言い方になり

ますので、そちらの方が適しているかと思います。よろしくお願いします。

（会長）では、「なお、検討に当たっては、環境省の 2017 年の報告書に従って

検討すること」とか、「検討に当たっては、参照すること」ですかね。はい、

どうぞ。

（委員）水環境のところに書いた方がいいのかわからないんですが、「４ 動

物、植物」のアカウミガメへの影響で、４ページの最後に、海流の方向、流速、

水温等の海況の変化と書いてありますが、こういった項目は「２ 水環境」の

ところに入れて強調する必要はないのでしょうか。生物にはどうしても何か建

造物を海の中に入れれば、そういった環境は変わってくるので、そのことが、

流向や流速が変わると、生物の分布等、確かに影響してきます。

（会長）そうですね。元になり、根拠となるデータをどこで示していただくか

ということですね。
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（委員）全く同じことを感じていまして、先ほど言った「海域の生態系への影

響」というところで、いわゆる水環境とそれから海底地形ですね、これはもう

本当に生態系と非常に密接なので、この「２ 水環境（水質、底質及び水中

音）」、「３ 地形及び地質」という部分と、この、「５ 生態系」というのがも

うくっついているんですよね。それで具体的なことを示すというところで、今

の、水中音響も同じだと思うんですけども、少なくともこういうことを調査し

ないと生態系のことはわかんないよと、どっちで入れればいいのかなというの

も僕も悩んだところです。さっきの水中音響とか、特にスナメリとかね、ウミ

ガメとかそういうのは影響があると思うんですね。そういうデータは当然、と

ってもらわないといけないんですけど、それを書く項目が「２ 水環境」にな

るのか、「５ 生態系」になるのか、微妙だなと思っています。

（委員）単純に水環境というと、その水の水域のことを検討するかどうか、生

物とはかけ離れて考えるか、生物側から見て重要だから調べなさいとするか。

（委員）先ほどの指摘だと、事業者との話の中で、環境省の報告書に、水環境

の「その他」として、流向・流速などが入っているよ、という御指摘だったの

で、もしかしたらこの「２ 水環境」の方でもいいかと思います。

（会長）多分、ここの「２ 水環境」とか「３ 地形及び地質」というのは、

ある意味、物理的な環境がどう変化するか、例えば水質だったらｐＨとかＥＣ

とか、そういうのがどう変化するかというところが、この「２ 水環境」で扱

う項目の範疇で、それが、どう生物に影響を及ぼすのかというところが、この

生態系への影響となってくるので、ベースとしての水環境の変化というところ

について具体的に、将来、生態系への影響も検討しなければいけないので、こ

の「２ 水環境」のところで、こういう項目についてはしっかり変化を把握し

てくださいねという意味で、載せるというのが一番良いのではないでしょうか。

そうすると、どうしますかね。今、環境省の報告書には、具体的に「その他」

に入っているのが水中音と。

（事務局）具体的に水環境の「その他」に入っているのが、流向・流速、それ

と水中音です。

（会長）今の話でいくと、流向・流速以外も入れた方が良いですよね。先ほど

の水温等の海況など。
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（委員）そうですね。これは要するに物理的な内容なんですけど、それだけじ

ゃなくて、栄養塩の化学的な部分とかクロロフィルみたいな、生物学的な部分。

（会長）海洋の水質については、そういう項目もぜひ、「水質」に入れて調査

しておいてくださいということですか。

（委員）そうですね。そこに入れてもいいですね。ある程度、具体的に示さな

いと。それは実際の調査でもいいですし、今、衛星データからシミュレーショ

ンできるんで、そういうことでもいいと思うんですけどね。いずれにしても、

何にも触れてないというのは、ちょっと問題かなというふうに思います。

（委員）水環境への影響については、これこれこういう項目なども含めて、調

査、予測及び評価を実施すること、とか 。

（会長）具体的に、今そこに書いてあるところを膨らませればと思ったんです

が、海底の改変に伴う、ですから濁水の発生とか底質及び水質の変化とか、流

向、流速、水中音等を含む海況の変化が、海生生物へ影響を及ぼすおそれがあ

ることから、という感じで、いかがですかね。

（委員）そうですね。

（会長）ここでいう水環境、水質、底質、水中音って、全部、海況についてで、

いいんですよね。陸域の話は全くないですものね。河川の話はね。ここで言う

水環境はすべて海のことを言っているということなので、「風車の基礎構造の

工事による海底の改変に伴う濁水の発生、水温、流向、流速、底質の汚染及び

水中音など」が、「海生生物に影響を及ぼすおそれがあることから、」指示する

こと。これでどうですか。

（委員）これだと、物理的な変化だけなんですよ。

（会長）はい、さっきのプランクトンの餌になるクロロフィルとか窒素とか、

そういうのはここに入れられる、栄養塩類。

（会長）ある程度書いておいて、などで、続けてた方が良いと思います。など

をつけないと、事業者としては、「あっ、この項目をやっておけばいいんだ」

となってしまうので、どうしても「など」を挟んだ方が良いと思うんです。
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（委員）栄養塩までもいいかもしれません。

（会長）栄養塩まででもいいような気がしますよね。

（委員）物理的要因、化学的要因、生物的要因、その言葉を物理、化学、生物

学的要因を、と入れれば幅広くなります。

（会長）細かくいうなら、「…等の生物、物理、化学的要素が」とか。ここに

書いておけばもう万全です。

はい、ありがとうございます。ほかにございますか。ここはこうした方がい

いと、はい、お願いします。

（委員）すみません、３点あります。「はじめに」のところの、浜名湖が県立

自然公園に指定されているというところがあるんですが、鳥獣保護区について

触れてないので。

（会長）僕もそう思いました。全域が鳥獣保護区なんですね。

（委員）そうですね。海岸沿いではありますけれども、全域が鳥獣保護区であ

るということはぜひ、入れていただきたいと思います。

（委員）それから鳥類のところなんですけれども、「(1)鳥類への影響」の、下

の段落で、バードストライク以下の餌場の喪失について、論文とかのカテゴリ

ーを調べましたら、バードストライクの発生と生息地の放棄というのが、洋上、

地上の利用場所への影響で、移動の障壁というのが空中にある利用場所への影

響ということで、餌場の喪失というのは、生息地の放棄に含まれるというカテ

ゴリーの論文の考え方があるようなので、餌場の喪失は消していただいてもい

いと思います。生息地の放棄と障壁移動か障壁影響でもいいと思います。

（会長）障壁影響、移動の障壁影響。

（委員）「障壁影響」という言い方をするみたいです。

（会長）「障壁影響」という言葉があるんですね。
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（委員）はい。

（会長）移動に及ぼす影響ということですね。

（委員）そうですね。空中を利用する場所の阻害を意味するのが障壁影響で、

生息地の放棄というのが、陸上や海上の鳥類の生息場所に影響を及ぼすという

ことですね。餌場も含め、繁殖場所も含め影響を及ぼすという考え方と、あと

バードストライクの３つを書いておいていただくのが、海外の論文なんですけ

ど、２つ、考え方としてはあるみたいなんですけど、これで整理するのがいい

かなと。

（会長）バードストライクの発生や生息地の放棄、移動の障壁影響など。

（委員）はい、障壁影響。そうですね。鳥類へ影響を及ぼすおそれがあるので

ということです。

（委員）あともう１点が、答申案調整表の30番で、累積的影響。海岸沿いや陸

上にいくつもの風力発電設備が立つことになっていまして、「それへの累積的

影響評価が必要です」という意見を述べさせていただいたんですが、その「累

積的影響への配慮」という言葉が入っていないので、鳥類についても入れてい

ただきたいなと思います。調査としてはなかなか難しいかな、事業者、それぞ

れが企業秘密なんかがあったりして、お互いに情報を共有できないというよう

なことをすぐ審査会で言われてしまうのですが、本当はもっと環境省とか国が

そういう部分で力を貸していただけるといいなとは思うんですが、ぜひ、今後

の在り方として、入れておいていただきたいと思います。鳥類の渡りについて

の累積的影響が懸念されるので、その「十分な累積的影響評価が必要である」

というような言葉を入れていただきたいと思います。「鳥類の渡りについての

累積的影響評価」と「十分な累積的影響評価が必要です」ということをお願い

できますでしょうか。

（会長）これは、センシティビティマップの中で扱われていましたか。

（委員）渡りについては入っているんですけれども、遠州灘洋上風力発電施設

計画とか、あと浜松市の北部の方の陸上風力とかが、両方とも鳥類の渡りのル

ート上にあるということで、ここに新たにつくられると、さらに渡りルート上

に新しい設備ができるという懸念があるので。センシティビティマップだけで
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は、累積的評価という言葉は入ってないと思います。

（会長）その累積的影響というのは、洋上風力発電が立って、その後、何年に

もわたってそこに存在することによって、渡りに及ぼす影響、そういう意味の

累積的影響ということですか。それとも陸上にも風力発電があって、それとこ

の洋上風力とを合わせた累積的影響と、そういう意味ですか。後者だと、事業

者にはそこまでは求められないかなと。他の事業との関係性、そこまでは責任

もとれない、まだできているわけではないですものね。そういうことであれば、

今回の洋上風力に対して、これから何十年も存在することによって、それが、

渡りにどう影響するかというのが累積的影響ですか。そうすると、「懸念され

るため、十分な基礎データの収集も含めた累積的影響評価を配慮すること」と。

（事務局）Ｗｅｂで手が挙がっています。

（会長）はい、お願いします。

（委員）はい、ありがとうございます。今、動物の項目に入りましたので提案

をさせていただきます。「５ 生態系」にスナメリの記述がありますが、この

部分を、そっくり「４ 動物、植物」の方に、移動して、新たに項目を設けて、

そちらに記述をお願いしたいと思います。入れる順番は、事務局にお任せしま

すので、項目は別にして、「海生哺乳類への影響」という項目を設けていただ

いて、生態系のスナメリの記述の部分をそのままそちらに移して、「このため、

最新の知見や」という記述をそのまま、加えていただいて、結構だと思います。

やはり海生哺乳類、特にスナメリに関しては、非常に注目度が、洋上発電施設

に関しては注目度が高くて、どこも項目立てしておりますので、そのように御

検討いただければと思います。以上です。

（会長）すみません、もう一度、まず、項目としては、どこへ入れますか。

（委員）生態系に書かれているスナメリの記述をそっくりそのまま動物・植物

の方に移して、新しい項目を設けていただいて。

（会長）今、(1)鳥類への影響、(2)アカウミガメへの影響、(3)藻場への影響

となっていますけども、じゃあ(4)を新たに作ってということですか。

（委員）はい、そうです。そして「海生哺乳類への影響」を追加してください。
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（会長）(4)を新たに作って、その項目が「海生哺乳類への影響」というふう

にして、その文章の中身は、この生態系の、最初の海域の重要な動植物への影

響という文章をそっくりそのまま移すと、そういう意味ですか。

（委員）はい、そうですね。ここはもう、生態系の方の記述は削除していただ

いて結構だと思います。動植物の方に移していただけますでしょうか。

（会長）なるほど。はい。

（委員）事務局にも探してもらって、おそらくもう、回遊しているのは明らか

なんですが、情報源が、釣り人のブログです。ただ画像が入っていて、ヒレが

ないので明らかにスナメリだと思います。

（会長）なるほど。

（委員）だからちょっと、科学的知見ではないので、このくらいの記述になる

かなと思います。

（会長）そうすると、「５ 生態系」のところは、(１)は全部、削除して。

（委員）全部ではなくて、スナメリに関する記述はもう削除していただいて。

（会長）では、「しかしながら」から「可能性がある」までを削除して。

（委員）そうです。ですから、アカウミガメ等の記述は残していただいて構い

ません。

（会長）では「また」から。

（委員）そうです。「また」から「可能性があるまで」は削除していただいて

結構です。

（会長）では、「５ 生態系」、「(１)海域の重要な動植物への影響」として、

「事業者は」から「選定していない」、「しかしながら、想定区域とその周辺の

海域にはアカウミガメをはじめとする重要な動植物が生育している。」「このた
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め、」の残りの３行は入れればいいということですね。

（委員）そうですね。

（会長）はい。

（委員）よろしくお願いします。

（会長）よろしいですか。大丈夫かな。はい、ほかにございますか。

（委員）今のところなんですけど。アカウミガメをはじめとした重要の動植物

が生息、生育していると。アカウミガメは多分あそこに産卵しに来るだけで、

ずっといないですね。今のスナメリもそうだと思うんですけど、「想定区域と

その周辺の海域には、アカウミガメやスナメリなどが回遊してくる」とか、そ

うしたほうがいいかもしれません。

（委員）はい、私も、そちらの方がより正しい表現だと思います。

（会長）これ、海域の重要な動物としたら良いのでは。植物、取っちゃって。

藻場とかの問題はもう上で書いているので。

（委員）ベントスとかは、あんまり調べられていない、ベントスの情報ってあ

んまりないですよね。

（委員）それが、だから、生態系の中で、言っておかないと。

（委員）そうかなと思って。

（会長）そうするとどういう表現になるんですか。

（委員）実際に、物理的に改変を行うところ、海域の海底に住む生物たちへの

影響というのはちゃんと把握しないと、生態系の中で、その生物たちがどうい

う位置付けなのかというのが全く明らかになっていない中で、例えば知らない

うちに減少している、今あるバランスが崩れて他の大型の生物に影響を与える

かもしれないということが考え得るので、今、どういう状況か分かっていない

海底にベントスたちなんかについての知見も本当は必要なのではないかなとは
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思うんですね。

（会長）これ、「５ 生態系」の(1)が、「海域の重要な動植物への影響」とな

っているんですね。だからややこしくて、実は重要な動植物の影響はもう既に、

その前の、４のところで、実はアカウミガメについても、スナメリについても、

藻場も出ているので、本来ここは一個一個の動植物の種というよりは、生態系

への影響ということなので。

（委員）生態系の一員として。

（委員）それ、入れるんだったら(2)の方がいいんじゃないですか。

（会長）だからむしろこの(1)を取っちゃて、でも(2)の海域の生態系への影響

ということだけにして、そこに、今言ったようなプランクトンとかベントスの

問題とか、含めたものを入れた方がすっきりはするかなと。

（委員）そうですね。

（会長）はい、どうぞ。

（委員）はい、ありがとうございます。今の決着には同意いたします。ベント

スはものすごく重要な問題だと思っていて、今回の配慮書の中でも全然、触れ

られていないのはよくないなと感じていました。ただ、ベントス自体が、調査

が困難という状況もあるようです。しかし、この答申案の中ではベントスはあ

えて出して、考慮するようにと、注意を喚起させることは、重要かなというふ

うに思います。

（会長）はい、そうするとじゃあ(1)をとって、この(2)の文章だけを今、具体

的に検討いただけるとありがたい。

（委員）はい、同意いたします。

（会長）「遠州灘は、浜名湖や天竜川河口域と連続し、沖合に海底渓谷がある

ことから、栄養塩を豊富に含む河川水と深層水が供給され、海生生物の重要な

生息・生育場となっている可能性がある。本事業の実施により海流の方向、流

速、水温等の海況が変化し、海域の生態系に影響を及ぼすおそれがあるため、
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海域周辺の海流や潮汐流、海底渓谷等の地形との関連を踏まえ、海域の生態系

に影響を及ぼす海況の変化について調査、予測、評価を実施すること」となっ

ている、ここに、ベントスの部分をどう入れ込むか、ちょっと御指示いただけ

るとありがたいです。

じゃあ、考えていいただいている間に、他の項目で修正意見がありますか。

（委員）５ページの(3)の陸域の生態系への影響のところなんですが、ここに

さっき坂東委員がおっしゃったように鳥獣保護区であるということを入れてい

ただきたいのと、あとここを植物のことが、砂丘植生には十分な配慮が必要で

あるとか、あと終わりの方も植物相としてではなく、植生についてのこと、と

いうだけで、動物について書かれていないので、鳥獣保護区であるということ

も含めて、動物の保護を考えるということと、あとちょっと重複するかもしれ

ないんですけど、ウミガメ産卵地ということも、ここにも入れてもいいのかな

というのを考えました。

（会長）そうすると、貴重な動植物が生息・生育する自然度の高い砂丘植生と、

それによって形成されている砂浜生態系とか、こういう表現ですよね。砂浜生

態系には十分な配慮が必要である、というような表現でいかがでしょうか。

あと後半の方はまた対象地域側のすべてが鳥獣保護区に指定されており、沿

岸域の動物生態系への影響についても、十分な配慮を行うこと。こんなような

ベースで、どうですか。

（委員）はい、ありがとうございます。その陸上の計画が、「改変部分が決定

した後」というところに、今、書いていただいたのを入れたらいいのかなと。

（会長）ああ、なるほど。「陸域の改変部分が決定した後」。

（委員）「生態系としての植生について」というのの後でもいいのかなと思い

ます。今、「また対象地域のすべてが鳥獣保護区に指定されており」という文

章を、この項目の一番、最後に持っていくと収まるのかなと。

（会長）これでよろしいですか。はい、では、元に戻って先ほどのところ。

（委員）よろしいですか。一つの案ですけども。

（会長）生態系の「(1)海域の生態系への影響」ですね。
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（委員）はい。一番最後の行に「海況の変化について」とあるんですけも、

「海況の変化及び底生生物などの生物相の変化について調査、予測及び」とい

うふうに。

（会長）あとは方法書にこの内容がもられているかどうかをチェックしていた

だければいいのかなと思います。ほかにございますか。

（副会長）先ほど地形及び地質についてはこのままでいいかなと思ったんです

けども、そこじゃなくて、「はじめに」の方の一番下ですね、これも同じこと

を書いている、むしろこっちの方が詳しいくらいに書いてあるんですけども、

こちらの最後の行は変えた方が良いと思っているんですね。それで、要するに、

こういう南海トラフ地震で、発電設備が倒壊したり、あるいは津波でそれらの

ものが遡上するということについての懸念を、「懸念する意見も寄せられてお

り」まではいいんですが、「事業者はこうした意見についても、配慮が必要で

ある」というのは、意見に対して、丁寧に説明すればいいみたいな、そういう

感じにも受け取れて、非常に軽い表現なんですよ。だからそうじゃなくて、例

えば「これら影響の低減を図る必要がある」とか、実際にアクションをとらな

ければだめですよということがわかるような表現にしなくてはいけないと思い

ました。

（会長）すみません、最後、もう一回言ってください。

（副会長）前の文章を受けて、「これら影響の低減を図る必要がある」。前の方

で、回避、低減という言葉も出てくるんだけど、回避することは不可能なので、

まあ低減ですよね。「これら影響の低減を図る必要がある」。

（会長）はい、ありがとうございます。ほかにございますか。はい。景観のと

こですね。

（委員）文章を書いていただいたのですが、どちらかと言うと、組立を変えた

いと思っています。というのは、「海域に建設される発電施設の存在」は、私

は「長年続いてきた」と書きたいんだけど、ちょっとそれは個人的には重いか

もしれません。「遠州灘の景観を著しく改変し、大きな影響が予想される」。で、

そこにフォトモンタージュの技法論が入っちゃっているんですが、それは最後

にもっていきたいと思うんですね。２段落目がもう特に、夕日のシュミレーシ
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ョンを行ないなさい、予測、評価を行いなさいと言っているので、それをまと

めていただいて、「中田島砂丘は日本三大砂丘の一つでもあり、水平線に沈む

風景や風により描かれる風紋が一面に広がる景観であり」、この景観というこ

とだけを書いているんですが、「地域の振興を伴う景観資源となっている」と

いう表現にしていただけたらと思います。そして「季節や時間の経過に伴う景

観変化について、調査、予測及び評価を実施すること。なお、主要眺望地点に

ついては、配慮書に抽出された30の主要眺望地点に加えて、関係市長の意見を

選定する」という内容にしていただければ。そして、最後のところに、手法と

しては、「主要な眺望時点からの景観に圧迫感を与えるなどのおそれがあるこ

とから、フォトモンタージュ等による」と手法論が最後にあってもいいんでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。

どちらかというと、ここの景観というのは、日本三大砂丘の一つとして選ば

れているという価値が、今の文書だと、まあ、全体なんですが、最初のところ

にあってもいいのかもしれないんですが、ここならではの砂浜、砂丘だという

ことが、表現されてないというふうに思いまして、そこを入れていただきたい

と思っております。

（会長）三大砂丘ですか。

（委員）その前に、一番最初に、私は、海域に建設される発電施設の存在はっ

ていうことで、発電設備って、今、上に書いてあるんだけれど、その辺は、み

んな発電設備になっていますか。「発電設備の存在が、大きく改変し」と、そ

の文章が必要であるのではないかと思っています。

それと先ほど他の委員がおっしゃられていた生態系への影響というんでしょ

うか、建設によって、これ、風紋とか、すべて影響してくるのではないでしょ

うかと私は思っているんですが、その辺のシミュレーションは本当は行ってほ

しいというふうに思ったり、海流変化とか、砂浜とか、よく、防潮堤を沖合に

つくると、砂浜が少なくなってしまったりということがあるので、その辺を含

めて本当は、そういう物理的なというんでしょうか、工学的なシュミレーショ

ンを行ってほしいというようなところを加えていただきたい、景観の方からも

お願いしたいと思っているところでございます。

（会長）なかなか、今回は難しい状況ですね。防潮堤を作ったので、今までと

は全然違う風の吹き方になるので。

（委員）もう、防潮堤があること自体ね。
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（会長）はい、おおよそ、よろしいですか。どこか修正は。

（委員）「改変し、景観に大きな与える」ということで。

（会長）「海域に建設される発電設備の存在が、遠州灘の景観を大きく改変し、

景観に大きな影響を及ぼすおそれがある。特に、水平線に夕陽が沈む風景や、

中田島砂丘は日本三大砂丘の一つであり、風によって描かれる風紋と、一面に

広がる遠州灘の雄大な景色は、地域の振興を伴う景観資源となっていることか

ら、季節や時間の経過に伴う景観の変化について、調査、予測及び評価を実施

すること。なお、主要な眺望点については、配慮書に抽出された主要眺望地点

に加えて関係市長の意見を踏まえて選定すること。海域に建設される発電設備

の存在が」。

（会長）よろしいですか。

（委員）上手に直してください。趣旨はもう少し、景観の価値というもの、こ

こならではの景観の価値ということを記述してください。

（会長）時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、答申案についての審議の協議

はここまでとさせていただいて、はい。

（委員）累積的影響は大丈夫ですか。

（会長）ああ、そうでしたね。なにか案を言っていただければ、一番は、累積

的影響は何かということを事業者に理解してもらうことが重要だと思うので、

鳥類の渡りについて、風力発電設備の長期的な存在による累積的な影響とか、

やっぱそういうふうに書けば、はっきりするかなと思いますけど。風力発電設

備の長期にわたる存在による累積的影響。もしくは渡りへの累積的影響とか。

（委員）「鳥類の渡り」を、「累積的影響」の前に。

（会長）「鳥類の渡りへの累積的影響」。これならはっきりしますね。

（委員）はい。
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（会長）それでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ほかに。

（委員）「７ 人と自然との触れ合い活動の場」というところです。そこのと

ころに静岡県が美しく豊かな海保全基金ということで、「美しく豊かな静岡の

海を未来につなぐ会」というのを作られているんですね。それで、かなり広域

的に、海環境を守っていく、活用していくというような活動が行われているん

ですけれども、そこで、ここのところに、ぜひ、サーフィンとかマリンスポー

ツだけではなく、凧揚げだけではなく、アカウミガメの保全活動とかビーチク

リーン活動なんかが行われているのですが、そういった海浜を保全していく活

動が行われていることも記載していただければと思います。以上です。

（会長）はい、これでよろしいですか。はい、ありがとうございます。では、

大体、よろしいですよね。

協議はここまでにさせていただいて、まだ、てにをはの修正とかはあると思

いますので、そのあたりについては、会長である私に一任いただいて、事務局

と一緒に修正します。これ、最終案、必ず先生方にも、送りますよね。

（事務局）はい。

（会長）送りますので、その時点でまた修正が必要であれば、修正の御指示を

いただければ、それで修正して、完成させたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。

すみません、ちょっとだいぶ過ぎました。今日の審議はこれまでとさせてい

ただきます。じゃあ、事務局の方へお戻しいたします。

（事務局）御審議ありがとうございました。本日の審議を踏まえまして、答申

案を修正しまして、また会長と調整させていただきますのでよろしくお願いい

たします。すみません、時間を超過していますけど、事務局から報告、連絡事

項、二点、ございます。

まず一点目ですけども、環境影響評価条例の対象となる風力発電の規模要件

についてなんですが、令和３年度 10 月 31 日から、環境影響評価法の施行令が

改正されまして、法の風力発電所にかかる規模要件が改正されております。そ

のことを受けまして、県条例をどうするか方針の検討をしてまいりましたけれ

ども、その方針につきまして、委員の皆様の御意見を伺いたいと思っておりま

す。改めて意見の照会のお願いをさせていただきますのでまたよろしくお願い

いたします。
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それともう一点、次回の審査会でございますけども、次回はウインドパーク

遠州東部風力発電事業の準備書にかかる審議をですね、来年１月19日に予定し

ております。またこちらも改めて御連絡させていただきますので、よろしくお

願いいたします。連絡は以上となります。

それでは以上をもちまして、令和４年度第５回静岡県環境影響評価審査会を

閉会したいと思います。長い時間にわたりありがとうございました。


